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多くの資源を海外に依存せざるを得ないという、
我が国が抱えるエネルギー需給構造上の脆弱性に対
して、エネルギー政策が現在の技術や供給構造の延
長線上にある限り、根本的な解決を見出すことは容
易ではない。さらに、その多くがエネルギーに由来
する温室効果ガスの排出量を大幅に抑制することを
同時的に達成していていくことも求められています。

こうした困難な課題を根本的に解決するためには、
革命的なエネルギー関係技術の開発とそのような技
術を社会全体で導入していくことが不可欠となりま
すが、そのためには、長期的な研究開発の取組と制
度の変革を伴うような包括的な取組が必要です。

一方、エネルギー需給に及ぼす課題は様々なレベ
ルで存在しており、短期・中期それぞれの観点から、
エネルギー需給を安定させ、安全性や効率性を改善
していくことが、日々の生活や経済の基盤を形成し
ているエネルギーの位置付けを踏まえると、極めて
重要な取組となります。

したがって、エネルギー関係技術の開発に当たっ
ては、こうした多面的な視点を踏まえて、課題を達
成する目標、開発を実現する時間軸と社会に実装化
していくための方策を戦略的に設定し、推進してい
くことが必要です。

第１節
エネルギー関係技術ロードマップの策定
2014年4月に閣議決定された第4次エネルギー基

本計画では、①我が国エネルギー需給構造の脆弱性
の解決には、革命的なエネルギー関係技術の開発と
社会全体における導入のため、長期的研究開発と制
度変革を伴う取組が必要、②エネルギー需給に影響
を及ぼす課題は、日々の省エネルギー化や安全性改
善等、様々なレベルで存在しており、短期・中期そ
れぞれの観点から、エネルギー需給を安定させ、安
全性や効率性を改善していく不断の取組が重要であ
るとしています。この基本的方向性を踏まえ、短期・
中期・長期それぞれの観点から技術課題を俯瞰する
とともに、③どのような課題の克服が目標とされる
取組なのか、④開発を実現する時間軸と社会実装化

のための方策といった観点を踏まえて、2014年12
月にエネルギー関係技術ロードマップ（以下「ロード
マップ」という。）を策定しました。

当該ロードマップでは、これまで政府で策定され
てきた「環境エネルギー技術革新計画（2013年9月総
合科学技術会議決定）」等で整理された技術開発プロ
ジェクトを中心に、以上の4つの観点から各技術を
俯瞰的に整理することにより、高い安全性を誇るエ
ネルギー供給体制の確立と、エネルギー需給構造の
安定化・効率化・低環境負荷化の実現に、具体的に
貢献するエネルギー関係の技術開発政策に関する指
針を提示しました。

ロードマップ第1章では、我が国におけるエネル
ギー技術開発に関するこれまでの取組を歴史的な視
点から整理することで、我が国の技術的蓄積（土台）
とその発展可能性を明らかにしつつ、現在の技術開
発政策を時間軸の中に位置付けています。

第2章では、海外のエネルギー関係技術開発戦略
について、そうした戦略を必要とするそれぞれの国
のエネルギー事情も踏まえて調査・分析することで、
我が国との相違点や適用可能性も視野に入れつつ、
我が国の技術開発政策を空間軸に位置付けています。

第3章では、技術開発プロジェクトの必要性と社
会への実装化に向けた課題をあわせて整理した、各
技術課題のロードマップを提示しています。36の
主要技術課題（注）を取り上げ、ロードマップの作成
に当たっては、それぞれの技術課題の開発の必要性
を明確にすること、技術の社会実装化に向けた課題
を明確にすること、どのような条件下で目標達成が
可能となるのかといった現実的なロードマップとす
ること、個別の技術要素間の関連性を意識した細分
化されたロードマップとすること、これらの諸点を
明確に意識して整理を行うことで、より現実的かつ
将来のエネルギー関連技術の社会への影響を理解し
やすい形で示すように工夫しています。

今般のロードマップは、この3部構成により、我
が国の現在の技術開発政策の位置付けを、時間軸、
空間軸の両面から明らかにするとともに、単に技術
を開発するのではなく、社会への実装化のための具
体的な論点を提示しています。
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第２節
取り組むべき技術課題
取り組むべき技術課題の分類については、「環境

エネルギー技術革新計画」に記載されている基本的
な枠組に倣い、生産・供給、流通、消費のエネルギー・
資源のサプライチェーンの３つの局面の形で整理を
行います。

ただし、新たな二次エネルギー構造を支えるこ
とが期待される水素については、上述のサプライ
チェーンの段階的整理とは別途の分類として設定し
ています。

＜具体的な主要施策＞

1．生産に関する技術における施策

（1）�再生可能エネルギーに関する技術
における施策

①洋上風力発電等技術研究開発
（再掲　第3章第1節6.　参照）

②浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業
（再掲　第3章第1節10.　参照）

③地熱発電技術研究開発事業
（再掲　第3章第1節14.　参照）

④�戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発
事業

（再掲　第3章第2節19.　参照）

⑤革新型太陽電池研究開発事業
（再掲　第3章第2節33.　参照）

⑥太陽光発電システム次世代高性能技術の開発
（再掲　第3章第2節34.　参照）

⑦�太陽光発電システム維持管理及びリサイクル技術
開発

（再掲　第3章第2節36.　参照）
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【第391-1-1】エネルギー関係技術ロードマップ策定の考え方

（注） エネルギー関係技術ロードマップで取り上げた技術課題 1.太陽エネルギー利用（太陽光発電）、2.風力発電、
3.地熱発電、4.バイオマス利活用、5.海洋エネルギー利用、6.人工光合成、7.宇宙太陽光発電システム、8.原子力発
電、9.高効率石炭火力発電、10.高効率天然ガス火力発電、11.二酸化炭素回収・貯留、12.コージェネレーションシス
テム、13.再生可能エネルギー熱利用、14.制限開発技術、15.メタンハイドレート、16.海底熱水鉱床、17.超伝導送
電、18.高性能電力貯蔵、19.蓄熱・断熱等技術、20.エネルギーマネジメントシステム、21.革新的デバイス、22.高
効率エネルギー産業利用、23.環境調和型製鉄プロセス、24.革新的石油精製プロセス、25.革新的セメント製造プロセ
ス、26.革新的デバイス（情報家電・ディスプレイ）、27.省エネ住宅･ビル、28.高効率ヒートポンプ、29.次世代自動
車（HV,PHV,EV,クリーンディーゼル車等）、30.次世代自動車（燃料電機電池自動車）、31.低燃費航空機、32.高度道路
交通システム、33.革新的構造材料、34.水素製造、35.水素輸送・貯蔵、36.水素利用
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⑧�再生可能エネルギー熱利用高度化複合システム実
証事業費補助金

（再掲　第3章第2節38.　参照）

⑨海洋エネルギー活用促進のための安全・環境対策
（再掲　第3章第2節41.　参照）

（2）原子力に関する技術における施策
①�廃炉・汚染水対策事業� �
【2014年度補正：231.1億円】
廃炉・汚染水対策において、国内外の叡智を結集・

活用する動きを具現化し、かつ、絶えず状況が変化
する中で、当初想定し得ない技術的課題に対して迅
速・適切に対応するため、技術的難易度が高く、国
が前面にたって取り組む必要がある研究開発を支援
するとともに、汚染水の増大を早期に抑制するため、
凍土遮水壁に係る追加的な対策を行い、信頼性の高
い整備・運用を目指すための補助等を行いました。

②発電用原子炉等安全対策高度化事業
（再掲　第4章第3節1.①　参照）

③高速増殖炉サイクル技術の研究開発
（再掲　第4章第4節2.（3）　参照）

④�ITER計画をはじめとする核融合に関する研究開
発の推進（ITER計画及びBA活動に関する経費）

（再掲　第4章第4節2.（6）　参照）

（3）電力に関する技術における施策
①先進超々臨界圧火力発電実用化要素技術開発
（再掲　第5章第1節1.（1）　参照）

②石炭利用国際共同実証事業
（再掲　第5章第1節1.（4）　参照）

③高効率ガスタービン技術実証事業費
（再掲　第5章第1節1.（8）　参照）

（4）�化石燃料・鉱物資源に関する技術
における施策

①低品位炭ガス化多用途利用技術実証
（再掲　第1章第2節2.（6）　参照）

②低品位炭利用促進技術開発等事業
（再掲　第1章第2節2.（7）　参照）

③産炭国低品位炭利用技術最適化実証事業
（再掲　第1章第2節2.（8）　参照）

④メタンハイドレート開発促進事業
（再掲　第1章第4節2.　参照）

⑤海底熱水鉱床採鉱技術開発等調査事業
（再掲　第1章第4節4.　参照）

2．流通に関する技術における施策
（1）革新型蓄電池先端科学基礎研究事業

（再掲　第2章第1節2.（27）　参照）

（2）大型蓄電システム緊急実証事業費補助金
（再掲　第3章冒頭3.　参照）

3．消費に関する技術における施策

（1）産業部門に関する技術における施策
①�革新的低消費電力型インタラクティブ
　ディスプレイプロジェクト
（再掲　第2章第1節1.（17）　参照）

②環境調和型製鉄プロセス技術開発
（再掲　第2章第1節3.（6）　参照）

③革新的セメント製造プロセス基盤技術開発
（再掲　第2章第1節3.（7）　参照）

④重質油等高度対応処理技術開発委託費
（再掲　第5章第2節1.（5）　参照）

（2）�家庭・業務部門に関する技術に�
おける施策

①高効率ノンフロン型空調機器技術の開発
（再掲　第2章第1節1.（19）　参照）

②革新型蓄電池先端科学基礎研究事業
（再掲　第2章第1節2.（27）　参照）

③リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発
（再掲　第2章第1節2.（28）　参照）
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（3）運輸部門に関する技術における施策
①革新的新構造材料等技術開発
（再掲　第2章冒頭6.　参照）

②高度道路交通システム（ITS）の推進
（再掲　第2章第1節2.（8）　参照）

（4）消費全般に関する技術における施策
①戦略的省エネルギー技術革新プログラム
（再掲　第2章冒頭5.　参照）

②�次世代パワーエレクトロニクス技術開発
　プロジェクト
（再掲　第2章冒頭7.　参照）

③�超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム
技術開発

（再掲　第2章第1節1.（16）　参照）

④次世代エネルギー技術実証事業
（再掲　第2章第2節2.　参照）

4．水素に関する技術における施策
（1）固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発事業

（再掲　第8章第3節3.　参照）

（2）�固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発事業
（再掲　第8章第3節4.　参照）

（3）水素利用技術研究開発事業
（再掲　第8章第3節5.　参照）
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